
街路樹維持管理業務２（市街地西部） 仕様書 別紙１

業務は、委託契約書の実施箇所（以下「実施箇所」という。）の除草等を行うものとする。
業務の種類、実施時期等は以下のとおり。

1． 除草 （幡生操車場通り）

4月、 10月 計 2 回

2． 芝刈 （幡生操車場通り）

4月、 10月 計 2 回

3． 樹木剪定

剪定下木 A 　　ツツジ類
4～6月 計 1 回

※

剪定下木 B 　　レッドロビン
9月 計 1 回

剪定上木A
7月 ～ 9月 計 1 回

剪定上木B
10月 計 1 回

※ 　指定月内に実施箇所の除草等を実施すること。
　実施日については、委託者と協議の上、決定する。
　また予定月によりがたい場合においても、委託者と協議の上、決定する。

※ 　除草等に当たっては、管理業務委託共通仕様書を遵守すること。
※ 　除草、芝刈及び種別ごとの剪定等の具体的な内容は、別紙２のとおりとする。
※

　その場合、剪定等をする樹木等については、委託者が指定する。
※ 　業務実施前に本数及び幹周について、別紙2記載内容と現場確認を行い、

照合した内容を速やかに報告書（様式任意）として提出すること。

剪定下木Ａについては、花期終了後花芽がつく前までに剪定を終わらせることとする。

  台風等その他やむを得ない事由により剪定等の対象となる樹木等の面積又は本数が減
少した場合は、受託者は、減少した面積又は本数と同等の面積又は本数の剪定等を行うも
のとする。



街路樹維持管理業務２（市街地西部） 別紙２

除草 芝刈
上木１ 上木2 下木本数 下木面積（㎡） 芝生面積（㎡） （㎡） （㎡） A B 上木１ 上木２ 上木１ 上木２

まるは通り 大洋漁業ビル ハナミズキ 18

裏側

新地緑地 新地妙蓮寺横 ケヤキ 1 3

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 16

モッコク 2

高尾～ グローバル下関～ ヒラドツツジ 312 78 78

上条線 中央町ルーテル教会 アメリカフウ 50 21 50 21

レッドロビン 100 400 400

金比羅緑地 金比羅公園入口 ソメイヨシノ 1

ケヤキ 3

マテバシイ 1

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 2

サザンカ 11

ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ 2

ヒラドツツジ 240 42 42

アベリア 40 7

ネズミモチ 80 21

幡生操車場 大坪本町２号公園 アメリカフウ 33 33

通り 前 マテバシイ 23 33

芝生 910 910 910

中央町緑地 中国電力 ケヤキ 2

大坪変電所 キンモクセイ 2

モッコク 2

ムクゲ 8

アオキ 120 23 23

ヒラドツツジ 250 45 45

サツキツツジ 50 10 10

東神田緑地 中国電力 クスノキ 1 13

大坪変電所 ヒラドツツジ 70 25 25

東駅～ 東駅交差点～ アオギリ 30 30

金比羅線 金比羅宮入口 プラタナス 2 17 2 17

ヒラドツツジ 1,420 283 283

羽山通り 金比羅橋下A～ タイワンフウ 19

向山小学校 ヒラドツツジ 167 38 38

高尾～ 高尾交差点～ ユリノキ 7 139 1 137

シマトネリコ 10

幡生線 幡生農協前 ヒラドツツジ 52 8 8

文教台団地 団地内道路 サツキツツジ 120 38

エニシダ

福浦～ サザンカ

今浦線

東駅～ 東駅交差点～ メタセコイヤ 3 109

高尾線 高尾交差点 ヒラドツツジ 1,052 263 263

（緑地帯含む） ケヤキ 3

ヤマモモ 2

モミジ 3

モッコク 5

ツバキ 4

170 431 4,073 1,281 910 910 910 815 400 53 205 33

※１　除草、芝刈及び下木面積の欄以外の数値は、樹木の本数を示している。なお、除草、芝刈及び剪定の数値は業務量の目安とする。
※２　上木１とは幹周りが６０cm未満のものであり、上木２とは幹周りが６０cｍ以上のものである。

全体の状況（参考） 剪定下木（㎡） 剪定上木A 剪定上木Ｂ

計

路線名 位置 樹種名



高尾～幡生線

幡生操車場通り

文教台団地

中央町緑地

羽山通り

東神田緑地

東駅～高尾線

東駅～金比羅線

金比羅緑地

福浦～今浦線

高尾～上条線

新地緑地

まるは通り

250 500 1000(m)0

N

街路樹維持管理業務２（旧市内西部） 位置図
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